
議案第１１号 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５９年条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（支給の範囲） （支給の範囲） 

第３条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に 
対して支給する。 

第３条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に 
対して支給する。 

 ⑴～⑶（略）  ⑴～⑶（略） 

⑷ 社会福祉に関する指導監督又は現業の業務に 
従事した職員 

 

 ⑸・⑹（略）  ⑷・⑸（略） 

  

別表（第４条関係） 別表 

名称 業務 基準 支給額 

（略） 

⑶福 
祉業 
務手 
当 

（略） 

要措置児童の 
臨宅調査業務 

（略） 

生活保護に係 
る業務 

従事した日 
１日につき 

５００円 
（月限度額 ５ 
，０００円） 

（略） 
 

名称 業務 基準 支給額 

（略） 

⑶福 
祉業 
務手 
当 

（略） 

要措置児童の 
臨宅調査業務 

（略） 

 
 
 

（略） 
 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

令和８年２月１９日提出 

 

 

和光市長 柴﨑 光子       

 



 

提 案 理 由 

 職員の特殊勤務手当を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号及び第２０４

条第３項の規定により、この案を提出するものである。 


